


YouTubeの設定を変更して、
２倍速でのご視聴をおススメします。



今後の重要テーマ

１．オンライン面談（キャリアコンサルティング・採用面接等）の活用

２．多様性の理解とキャリア支援

３．両立支援

４．高齢者のキャリア

５．スーパーバイザー制度の活用機運の醸成等

６．実務的に遭遇することの多い障害

７．リカレント教育

勉強が手薄になりがちな論点をピックアップしているため、「ここから出題されたら
儲けもの」という意識で取り組んで頂ければと思います。



今後の重要テーマ

１．オンライン面談（キャリアコンサルティング・採用面接等）の活用





オンライン相談の経験者によるオンライン
相談の評価について
１．オンライン相談の経験者は、概して、好きな時間帯、好きな
場所で対面せずに話せることを高く評価していた。
２．会話の間や仕草という非言語の手がかりを欠くために深刻な
話をしやすいとは感じられていなかった。
３．好きな時間帯に対面せずに話せることが、相談して良かった
という感じ方に影響を与えていた。
４．自宅でオンラインで相談するといった場合、身近に家族がい
て家族に聞かれるという可能性があり、その懸念がある場合、オ
ンライン相談は役に立たないという印象を抱かれやすい。









Ⅲ．文字による相談の注意点
１．オウム返しの多用には要注意、適宜質問を加える

相談者の語ってくれるつらさに想像力を働かせて、つらさを受け止めるよう努めることは重要です。一方、
テキストベースの相談対応で、こちらがおうむ返しを多用すると、相談者は、書いたことを繰り返されて
いるだけで内容を受け止めてもらえていない（コピペ的な対応）、適当にとらえられている、と感じる危
険があります。

２．相談者のテンポに合わせ、基本的には短文で応答する

相手が文字を打ち込む速度を考慮しながら、相手が速い場合は速く、遅い場合はゆっくり、応答すること
を心掛けます。

３．言葉遣いと距離感について

基本的に「です」「ます」口調を推奨します。

４．返信に時間がかかりそうなときの対応

深刻な内容など時間がかかりそうだと感じたら、そのことを相談者にまず伝えて、それから返信文をじっ
くり考えることが望ましいです。
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２．多様性の理解とキャリア支援





文化に配慮したキャリアカウンセリングの
背景
80 年代、スーパー晩年のキャリア発達理論の完成期に常に言われた批判

➡キャリア発達理論は白人ホワイトカラー男性を中心に構想されているのではないか。

➡キャリアカウンセリング研究は、90年代以降一貫して、社会の中心に位置する一般的なキャリアを
歩む者とは別の「周辺的な対象層」に対するキャリアカウンセリングに関心を向けるようになった。

例：女性、高齢者、障害者など、従来から特別な配慮が必要なクライエントとして認識されていた
人々の他に、移民、LGBT、福祉受給者、ワーキングプア、ホームレス、受刑者・出所者、薬物依存
者など、様々なキャリア支援を取り上げた研究が見られるに至った。

➡社会の中心的な文化や価値観で考えてはうまくキャリア支援ができないことが判明。

➡少数派の（クライエントの有する）その文化や環境に十分に配慮した形で相談支援を行う必要があ
ることが認識されるようになった。

こうして文化に配慮したキャリアカウンセリングは拡大していくこととなった。



文化に配慮したキャリアカウンセリング

フアドとビングハム
「文化的に適切なキャリアカウンセリングモデル（CACCモデル）」
（Culturally Appropriate Career Counseling Model; CACCM）。
１．７ステップからなるモデル。
２．各ステップに常に「文化」という言葉が入るのが特徴。
３．ラポールの形成から問題の特定、目標設定、介入支援、意思決定
に至るまで、クライエント自身の文化的な文脈（例えば、性別、人種、
バックグラウンド、性的志向、社会経済的地位、宗教、障害などを含
む）に十分に焦点を当てる必要がある。



文化に配慮したキャリアカウンセリング

ナンシー・アーサーのCICCモデル
１．自分の文化的アイデンティティを知る。
２．他者の文化的アイデンティティを知る。
３．作業同盟に対する文化的な影響を理解する。
４．文化的に対応した社会的に公平なキャリア支援を行う。

出典：キャリアコンサルティング理論と実際 6訂版 木村 周 (著), 下村 英雄 (著) 雇用問題研究会



今後の重要テーマ

３．両立支援





















今後の重要テーマ

４．高齢者のキャリア











年金分野改正 （2022年4月1日施行）

・複数事業主に雇用される65歳以上労働者（各社で週20時間未満、合算週20時間
以上の場合）に雇用保険加入

■在職中の年金受給の在り方の見直し

・在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年定時に改定

・特別支給の老齢厚生年金（60歳から64歳に支給される年金）を対象とした在職
老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大（支給停止が開始される
賃金と年金の合計額の基準を、現行28万円から47万円に引き上げ）

■受給開始時期の選択肢の拡大

・年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

（改正前：60歳～70歳）



年金分野改正 （2022年4月1日施行）

・複数事業主に雇用される65歳以上労働者（各社で週20時間未満、合算週20時間
以上の場合）に雇用保険加入

■在職中の年金受給の在り方の見直し

・在職中の老齢厚生年金受給者（65歳以上）の年金額を毎年定時に改定

・特別支給の老齢厚生年金（60歳から64歳に支給される年金）を対象とした在職
老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大（支給停止が開始される
賃金と年金の合計額の基準を、現行28万円から47万円に引き上げ）

■受給開始時期の選択肢の拡大

・年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

（改正前：60歳～70歳）



今後の重要テーマ

５．スーパーバイザー制度の活用機運の醸成等















企業におけるジョブ・カード活用の実態と
課題、その可能性
１．企業におけるジョブ・カード活用には、①自己理解の促進、②キャリアコンサルティ
ングの円滑化、③キャリア・プランニング、④モチベーション向上、⑤能力開発・人材育
成、⑥組織との関係性向上の６カテゴリが考えられた。

２．企業にジョブ・カードを導入するためには、経営者及び対象従業員にその用途や意味
についての丁寧な説明をしたり、キャリア形成や記入方法についてのガイダンスを実施す
るなど、十分な説明やガイダンスをする必要があった。

３．企業におけるジョブ・カードは「個人と組織の適合」を媒介するツールとして活用す
るという新たな可能性が考えられた（図表２−４参照）。そのために企業内キャリアコン
サルティングとしての守備範囲と技能の拡大が指摘された。

４．ジョブ・カードは、キャリアコンサルタントと組織による支援を通じて個人のキャリ
ア形成を促進するツールだけでなく、支援を受けた経験から個人がキャリア形成の方法を
学習することによってキャリア自律を実践するツールとして活用できる可能性が考えられ
た。
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６．実務的に遭遇することの多い障害



パニック障害・不安障害
• 突然理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった

発作（パニック発作）を起こし、そのために生活に支障が出ている状態をパ
ニック障害といいます。

• パニック発作は、死んでしまうのではないかと思うほど強くて、自分ではコン
トロールできないと感じます。そのため、また発作が起きたらどうしようかと
不安になり、発作が起きやすい場所や状況を避けるようになります。

• とくに、電車やエレベーターの中など閉じられた空間では「逃げられない」と
感じて、外出ができなくなってしまうことがあります。

• パニック障害では薬による治療とあわせて、少しずつ苦手なことに慣れていく
心理療法が行われます。無理をせず、自分のペースで取り組むことが大切です。



発達障害
• 生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状

態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすること
もあります。

• 発達障害があっても、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし
方を工夫することで、持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたり
することができます。

• 発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症（学習障害）、チッ
ク症、吃音などが含まれる。

• 同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることもあり
ます。



発達障害
自閉スペクトラム症

• コミュニケーションの場面で、言葉や視線、表情、身振りなどを用いて相互的にやりとりをしたり、自
分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりすることが苦手です。また、特定のことに強い関
心をもっていたり、こだわりが強かったりします。また、感覚の過敏さを持ち合わせている場合もあり
ます。

注意欠如・多動症(ADHD)

• 発達年齢に比べて、落ち着きがない、待てない（多動性-衝動性）、注意が持続しにくい、作業にミスが
多い（不注意）といった特性があります。多動性−衝動性と不注意の両方が認められる場合も、いずれ
か一方が認められる場合もあります。

学習障害(LD)

• 全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど特定の学習のみに困難が認められる
状態をいいます。



今後の重要テーマ

７．リカレント教育








